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１．調査の目的 

１－１ 調査の目的 

空き家の増加が社会的問題となっている現在、空き家の利活用、流通、管理、コンサルティング

など、宅建業者が果たすべき役割は大きい。 

そこで、全国の空き家所有者の属性や空き家管理の実態、今後の利活用意向、空き家の管理・活

用にあたっての相談相手の有無やその中での不動産業者の位置づけ等を詳細に把握分析すること

より、空き家対策や地域守りの中で、宅建業者が今後どのような対応を行っていけばよいのかを検

討する上での示唆を得るための調査を実施している。 

 

１－２ 調査方法 

空き家所有者を対象とした WEB アンケート調査を実施し、その分析を通して空き家となった理由

や空き家と居住地の位置、相談できる不動産業者の有無等による回答者の類型化を行った上で、そ

の類型に該当する対象者へのインタビュー調査（面談調査）を実施している。 

（１）WEB アンケート調査 

１）調査期間 

平成 27 年 12 月 19 日～12 月 27 日  

２）調査対象 

全国の空き家所有者を対象に、下表の地域ブロックに分けて、それぞれ概ね均等数のサンプ

ルを回収。 

 

（２）インタビュー調査 

東京駅周辺の会議室により、対象者一人ひとりに面談調査を実施。 

期間：3月 20 日（日）、21 日（祝）、23 日（水） 

（３）調査の視点・本調査の特徴 

空き家問題に関して分析を行う際、「空き家」と一言で言っても、戸建てとマンションの違い、

空き家となった背景・理由、完全に空き家になっているか否か、居住地との距離感等により、今後

の利活用意向の発意も異なり、その選択肢も異なる。 

よって、その特徴を表現できる効果的な分析軸を検討した。その結果、「空き家となっている理

由」により仮説を立て分析した結果、一定の類型化が可能となったことから、アンケート調査につ

いては、それを主軸とした分析を行っている（2-2）。 

 

北海道・東
北エリア

関東・甲信
越エリア

首都圏エリ
ア

東海・北陸
エリア

近畿エリア
中国・四国
エリア

九州・沖縄
エリア

計

50歳未満 60 74 82 82 82 61 40 481 
50歳代 83 83 83 84 83 82 82 580 
60歳以上 82 83 86 85 84 83 82 585 
計 225 240 251 251 249 226 204 1,646
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２．空き家所有者を対象としたアンケート調査 

２－１ 回答者の基本属性及び全体の傾向 

（１）回答者の基本属性 

 完全に空き家になっているケースでは、何らかの利用がされているケースよりも戸建住宅が多く、戸建

住宅では同じ市町村に立地する空き家が多く含まれている。  

 

（２）単純集計のよる傾向 

１）現住所と空き家所在地の関係 

 現在の住まいと所有している空き家所在地の関係を見ると、現住所と違う都道府県に空き家があると

の回答は全体で 29.6％、違う市町村で同じ都道府県との回答を加えると、55.7％となる。 

 都道府県別にみると、現住所が東京都、神奈川県の場合、空き家所在地が他都道府県である割合が

高い。大都市圏で同様な傾向が見られ、大都市圏に居住する空き家オーナーは、遠隔地に空き家を

所有している傾向があることがうかがえる。 

 

図 ２-1 現住所と空き家所在地 

 

44.3 26.1 29.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

同じ市町村内 違う市町村で同じ都道府県内 違う都道府県内
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図 ２-2 所現住所と空き家所在地（都道府県別） 

 

２）空き家の築年数・経過年数 

 空き家の築年数を見ると、35 年以上が 43.5％となる。 

 空き家となってからの経過年数を見ると、10 年以上が最も多く 23.5％となる。 

 

図 ２-3 空き家の築年数 

 

 

図 ２-4 空き家となってからの経過年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.8
41.7

57.1

37.8
47.8

64.3

42.1
50.0

63.3

49.0

38.339.4

13.9
23.2

67.9
58.3

80.0

53.3
58.3

45.1

72.2

43.540.4

51.5
45.5

57.1

33.7
37.9

29.4

75.0

63.6

46.2
52.6

44.8

55.6

30.0
40.0

71.0

35.3
42.7

35.7

64.3

50.0

65.0

54.5

42.3

20.0

36.350.0
14.3

24.3

39.1

21.4

36.819.6

13.3

25.5

12.8
18.2

20.9
7.1

25.0

33.3

20.0

33.3
29.2

37.3

19.4

28.3
26.6

24.2

18.2

10.7

24.0

27.341.2

25.0

18.2

38.5
31.6

32.8

27.8
70.0

30.0

22.6

47.1
23.2

21.4

14.3

25.0

25.0
36.4

50.0

40.0

15.0
8.3

28.6
37.8

13.014.3
21.1

30.4
23.325.5

48.9
42.4

65.2
69.6

7.18.3
0.0

13.312.5
17.6

8.3

28.3
33.0

24.2

36.4
32.1

42.3
34.8

29.4

0.0

18.215.415.8
22.4

16.7

0.0

30.0

6.5

17.6

34.1
42.9

21.425.0

10.09.17.7

40.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

同じ市町村内 違う市町村で同じ都道府県内 違う都道府県内

6.6 5.1 6.9 7.6 9.1 10.4 10.8 43.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

５年未満 ５年以上１０年未満 １０年以上１５年未満 １５年以上２０年未満 ２０年以上２５年未満 ２５年以上３０年未満 ３０年以上３５年未満 ３５年以上

9.4 9.8 11.4 20.5 21.0 23.5 4.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

半年未満 半年以上１年未満 １年以上２年未満 ２年以上５年未満 ５年以上１０年未満 １０年以上 わからない



 

 4

３）空き家となった理由・空き家となっている理由 

 空き家となった理由を見ると、自分が住んだことがある親等所有の住宅を相続し、それが空き家の状

態になっているケースが最も多く 30.6％、次いで、自分が住替えて、前の住まいを空き家として保有し

ているケースが 21.6％となる。 

 空き家になっている理由を見ると、特段の理由がなく、利活用や解体等についても特段考えたことが

ないとの回答が 17％と最も多いが、売却や賃貸をしようとしたがまだ出来ていない・売却や賃貸をしよ

うと考えているとの回答を加えると、利活用を行おうとしている割合は 29.3％見られる。 

 

 

図 ２-5 空き家となった理由 

 
図 ２-6 空き家のままとなっている理由 

 

４）空き家の解体理由と想定費用 

 空き家の解体理由を見ると、「そのまま放置していると近隣に迷惑がかかるから」が最も多く 38.6％とな

る。 

 空き家解体にどのくらいの費用がかかると考えているか、との問いに対しては「100 万以上 150 万未満」

が最も多く 31.8％となっている。 

 

図 ２-7 空き家の解体を行う、或いは、解体を行うことを検討している理由 

注）「空き家の解体を行うことが決まっているから」、「空き家の解体を行うことを検討しているから」を選択した回答者のみ 

 

21.6 30.6 17.6 15.9 14.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

自分が住み替えて、前の住まいをまだ保有しているから 自分が住んだことがある、親等所有の住宅を相続したから

自分が住んだことがない、親等所有の住宅を相続したから 別荘・セカンドハウス用として購入したが、ほとんど使っていないから

その他

8.6 

6.1 

9.7 

4.9 

0.6 

2.1 

4.1 

13.4 

8.4 

14.1 

3.2 

1.6 

17.0 

6.3 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 

売却しようとしたが売れないから

賃貸しようとしたが借手が見つからないから

これから売却しようと考えているから

これから賃貸しようと考えているから

空き家の解体を行うことが決まっているから

空き家の解体を行うことを検討しているから

空き家の解体を行いたいが、費用等の問題でできないから

普段は利用していないが、年に数回利用しているから

荷物置き場として使っているから

将来、自分や親族等が住む可能性があるから

どうするかについて話合いをしたが、意見がまとまらないから

相談相手がいなく、空き家をどうしていいかわからないから

特に理由はない。売却や賃貸、解体等を特段考えたことがないから

その他

（％）

（n=1646）

13.6 11.4 13.6 6.8 38.6 4.5 11.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=44)

更地にしてからの売却を検討しているから 更地にしてからのビジネス（駐車場経営等）を検討しているから

自分の新居を建て直す（新築する）ことを検討しているから 親族・親戚が家を建てる予定だから

空き家のまま放置していると近隣に迷惑がかかるから 行政に（解体するように）指導・勧告をされたから

その他
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図 ２-8 空き家の想定解体費用 

 

５）空き家の管理状況 

 日頃の空き家管理者を見ると、「自分」が最も多く 61.5％。事業者（不動産会社、建築会社・工務店、

警備会社、NPO 法人やボランティア団体）へ委託している割合は 8.3％で、そのうち「不動産会社」との

回答は 6.0％となっている。 

 管理を事業者に委託している場合の理由を見ると、売却・賃貸予定のため、売却・賃貸できる状態に

しておきたいとの回答が多く見られ、利活用意向の伴った委託であることがわかる。 

 

 

図 ２-9 日頃の管理者 

 

 
図 ２-10 管理を事業者に委託している理由 

 
  

0.0 9.1 31.8 13.6 6.8 4.5 4.5 6.8 2.3 20.5 
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(n=44)

５０万円未満 ５０万円以上１００万円未満 １００万円以上１５０万円未満 １５０万円以上２００万円未満 ２００万円以上２５０万円未満

２５０万円以上３００万円未満 ３００万円以上４００万円未満 ４００万円以上５００万円未満 ５００万円以上 わからない
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出来るだけ住宅の資産価値を維持したいから
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６）事業者に委託する場合の管理費用や頻度 

 事業者に管理を委託している場合の月額の費用を見ると、「1 万円以上」が最も多く 34.3％、「無償」で

行っているケースも 24.1％見られる。 

 管理の頻度については、「定期的ではなく、必要な時」が最も多く 44.5％、次いで、「毎月 1 回」が

24.8％となっている。 

 

図 ２-11 管理に要する費用 

 

 

図 ２-12 管理をお願いしている頻度 

注）日頃の管理者として「4.不動産会社」～「7.NPO 法人やボランティア団体」を選択した回答者 

 

 

７）専門家に依頼する場合に行って欲しい管理内容 

 仮に空き家管理の専門家に依頼することを想定した場合、行って欲しい管理内容として最も多いのが

「敷地内（庭、駐車場等）の草取り、清掃」で 30.6％、次いで、「部屋の窓を開けての風通し」が 26％と

なっている。 

 
図 ２-13 専門家に依頼する場合に行って欲しい管理内容 

注）日頃の管理者として「1.自分」～「3.友人・知人・隣人等」)または「8.特に管理していない」を選択した回答者 
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郵便物の整理・処分

敷地外からの目視による防犯確認

敷地内からの施錠確認（門扉、玄関、窓、勝手口等）

敷地外からの目視による外壁・屋根等の確認

敷地内からの外壁・屋根等の確認

境界壁・擁壁の破損確認

敷地周辺（前面道路等）の草取り、清掃

敷地内（庭、駐車場等）の草取り、清掃
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室内の水廻り設備等の点検・通水

部屋の窓を開けての風通し
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室内の清掃

その他

（％）

（n=1463）
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８）「空家等対策の推進に関する特別措置法」の認知度等 

 空き家特措法の認知度を見ると、「全く知らない」は全体の 34.6％にとどまり、6 割は少なくとも名前は

認知している状況がわかる。「名前も内容も良く知っている」についても 15.1％見られている。 

 「特定空家等」と認定され、市町村長から必要な措置をとることを勧告された場合、その空き家のある

土地が、固定資産税や都市計画税の軽減措置の対象から外されることについては、軽減措置の内容

や、その軽減措置から外されることも知らないとの回答が半数強見られるが、その一方、軽減措置の

内容や、その軽減措置から外されることも知っているとの回答が 22.5％みられる。 

 

図 ２-14 空き家特措法の認知度 

 

 

図 ２-15 「特定空家等」と認定された場合の固定資産税や都市計画税の軽減措置の対象から外されることの認知度 

 

  

15.1 27.2 23.0 34.6 
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(n=1646)

名前を知っており、内容についてもよく知っている 名前は知っているが、内容についてはあまり知らない

名前は知っているが、内容についてはほとんど知らない 全く知らない

22.5 11.5 14.1 51.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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９）空き家相談会への参加意向と希望する相談相手 

 空き家相談会が開催された場合の参加意向を見ると、「是非参加したい」は 8.3％にとどまるが、「興味

があり機会があれば参加してみたいと思う」を含めると、45.5％が参加意向を示している。 

 空き家相談会で相談してみたい相手として最も多いのが「行政機関」であり 48.2％、次いで、不動産

会社が 38.7％となる。この 2 者は、空き家相談会開催時に必要不可欠な相談相手と言える。 

 不動産会社への相談意向は強く見られる一方で、現在「相談できる不動産会社がない」との回答が

51.6％となっており、コンサルティングを希望する未開拓な空き家所有者が確認できる。 

 

 

図 ２-16 空き家相談会への参加意向 

 

 

図 ２-17 空き家相談会での相談希望相手 

注）相談したい内容を問うた設問で、「特に相談してみたいことはない」以外を選択した回答者 

 

 

図 ２-18 相談できる不動産会社の有無 

注）図 2-17 で「.不動産会社」を選択した回答者 
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２－２ 空き家となっている理由を主軸とした分析 

（１）空き家になっている理由（主要分析軸） 

 空き家となっている理由としては、「特に理由はない。売却や賃貸、解体等を特段考えたことがない」

が最も多く 17％ 

 次いで、「将来、自分の親族等が住む可能性があるから（14.1％）」、「普段は利用しないが、年に数回

利用しているから（13.4％）」となっている 

 

図 ２-19 空き家となっている理由 

 

（２）空き家の状況 

１）空き家の築年数 

 全体で見ると、空き家の４割強が築 35 年以上となっている。 

 空き家になっている理由と築年数の関係を見ると、売却や賃貸の意向がある層では、比較的築浅な

空き家となっている。 

 意見がまとまらない・どうしていいかわからない層では、築 35 年以上の空き家が多く含まれている。  

 
図 ２-20 空き家の築年数 
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２）空き家となっている期間 

 空き家になっている理由と空き家になっている期間の関係を見ると、解体意向層で空き家期間が長い

ことがわかる。  

 意見がまとまらない・どうしていいかわからない層では、5年未満が過半数を占めており、空き家期間が

比較的短いケースが多くあることが想定される。 

 
図 ２-21 空き家となっている期間 

 

３）空き家のコンディション 

 全体で見ると、空き家の約５割が腐朽・破損がほとんどない状態になっていることがわかる。 

 空き家になっている理由と空き家のコンディションの関係を見ると、売却や賃貸の意向がある層では、

腐朽・破損はほとんどないが多くみられる。 

 意見がまとまらない・どうしていいかわからない層では、なんらかの腐朽・破損が見られる。  

 最もコンディションが悪い空き家は、解体を想定している層である。  

 
図 ２-22 空き家のコンディション 
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４）空き家の名義 

 空き家になっている理由と空き家名義の関係を見ると、売却や賃貸の意向がある層では、回答者自身

の単独名義が約 6 割を占めている。 

 意見がまとまらない・どうしていいかわからない層では、複数名義が過半数を占めており、合意形成の

困難さがうかがえる 

 
図 ２-23 空き家の名義 

５）現住居と空き家所在地 

 空き家になっている理由と空き家所在地との関係を見ると、売却や賃貸の意向がある層では、現住居

と空き家所在地が同じ市町村内にある割合が高いことがわかる。  

 意見がまとまらない、どうしていいか分からない層では、現住居と空き家が同じ市町村内にない割合が

高いことがわかる。  

 
図 ２-24 現住居と空き家所在地 
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（３）空き家の管理状況 

１）日頃の管理者 

 日頃の管理者について全体で見ると、約６割が「自分」となっている。 

 空き家になっている理由と日頃の管理者の関係を見ると、売却や賃貸の意向がある層では、他と比較

して不動産会社が管理している割合が高くみられる。 

 意見がまとまらない・どうしていいかわからない層では、特に管理していないとの割合が高い。  

 完全に空き家になっていない（年に数回利用、物置で利用している等）場合では、回答者自身が日頃

の管理を行っている割合が高くみられる。  

 
図 ２-25 日頃の管理者 
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将来、自分や親族等が住む可能性があるから(n=232)

どうするかについて話合いをしたが、意見がまとまらないから(n=52)

相談相手がいなく、空き家をどうしていいかわからないから(n=27)

特に理由はない。売却や賃貸、解体等を特段考えたことがないから(n=279)

その他(n=104)

自分

親族・親戚

友人・知人・隣人等

不動産会社

警備会社

ＮＰＯ法人やボラン

ティア団体

特に管理していない

その他
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２）専門事業者に管理を頼まない理由 

 全体として、「費用を払ってまで空き家を管理する必要性を感じない」が高くみられるが、売却や賃貸

の意向がある層「以外」では、「自分や親戚、知人等で十分」との回答も多く見られ、専門事業者に依

頼することのメリットが見い出せないことがうかがえる。  

 

注）自分、親族・親戚、友人・知人・隣人等が管理を行っている者が回答  

図 ２-26 専門事業者に管理を頼まない理由 

 

 

 

 
  

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 

全体(n=1304)

売却しようとしたが売れないから(n=97)

賃貸しようとしたが借手が見つからないから(n=63)

これから売却しようと考えているから(n=124)

これから賃貸しようと考えているから(n=59)

空き家の解体を行うことが決まっているから(n=5)

空き家の解体を行うことを検討しているから(n=29)

空き家の解体を行いたいが、費用等の問題でできないから

(n=53)

普段は利用していないが、年に数回利用しているから

(n=187)

荷物置き場として使っているから(n=128)

将来、自分や親族等が住む可能性があるから(n=206)

どうするかについて話合いをしたが、意見がまとまらないから

(n=38)

相談相手がいなく、空き家をどうしていいかわからないから

(n=18)

特に理由はない。売却や賃貸、解体等を特段考えたことがな

いから(n=224)

その他(n=73)

空き家管理を事

業者に依頼でき

ることを知らな

かったから

空き家管理をお

願いできる事業

者が近くにいない

から

費用を払ってまで

空き家を管理する

必要性を感じない

から

事業者に相談し

たが断られたから

見知らぬ人に家

を見られるのが嫌

だから

自分や親戚、知

人等で十分だか

ら

特に理由はない

その他

(%)
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３）活用意向と管理していない理由（参考） 

 空き家を管理していない理由を見ると、意見がまとまらない・どうしていいかわからない層では、「空き

家が遠方にあり自分で管理できない」との割合が高くみられ、空き家が遠方にあることが、方針が定ま

らない・管理を行わない大きな理由になっていることがわかる。（サンプルが少ないので参考扱いにな

るが、マーケットとしてはこの層が未開拓な部分であると思われる）  

 

 
図 ２-27 活用意向と管理していない理由 
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その他(n=8)

管理しても売れるとは

思わないから

管理しても貸せるとは

思わないから

手間や費用がかかる

から

空き家が遠方にあり、
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く、管理する必要性を
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誰に管理をお願いす

ればよいかわからな

いから

特に理由はない

その他
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４）専門家に行って欲しい管理の内容 

 全体で見ると、「敷地内（庭、駐車場等）の草取り、清掃」、「部屋の窓を開けての風通し」のニーズが多

く見られる。 

 売却意向層では「敷地内の草取り清掃」、賃貸意向層では「室内の清掃」のニーズが多くみられる。  

 

注）自分、親族・親戚、友人・知人・隣人等が管理を行っている者が回答  

図 ２-28 専門家に行って欲しい管理の内容 
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全体(n=1463)

売却しようとしたが売れないから(n=118)

賃貸しようとしたが借手が見つからないから(n=72)

これから売却しようと考えているから(n=143)

これから賃貸しようと考えているから(n=65)

空き家の解体を行うことが決まっているから(n=8)

空き家の解体を行うことを検討しているから(n=33)

空き家の解体を行いたいが、費用等の問題でできないから

(n=63)

普段は利用していないが、年に数回利用しているから

(n=197)

荷物置き場として使っているから(n=133)

将来、自分や親族等が住む可能性があるから(n=218)

どうするかについて話合いをしたが、意見がまとまらないか

ら(n=48)

相談相手がいなく、空き家をどうしていいかわからないから

(n=25)

特に理由はない。売却や賃貸、解体等を特段考えたことが

ないから(n=259)

その他(n=81)

郵便物の整理・処分

敷地外からの目視による防

犯確認

敷地内からの施錠確認（門

扉、玄関、窓、勝手口等）

敷地外からの目視による外

壁・屋根等の確認

敷地内からの外壁・屋根等

の確認

境界壁・擁壁の破損確認

敷地周辺（前面道路等）の

草取り、清掃

敷地内（庭、駐車場等）の

草取り、清掃

計器（電気メーター、ガス

メーター等）の確認

室内の水廻り設備等の点

検・通水

部屋の窓を開けての風通し

ベランダ・バルコニーの確

認・清掃

室内の清掃

その他

(%)
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５）専門家管理を頼む場合の管理頻度と費用 

 全体として、「必要な時に」との意向が強いが、売却や賃貸の意向がある層では、月に一度などの定

期的な管理を望む意見が多くみられる。 

 どうしていいかわからない層では、「必要な時」との意見が最も多く見られる。  

 費用については、売却や賃貸の意向がある層では、「1～3 千円未満/回」もしくは「3～5 千円未満」が

多くみられるのに対して、どうしていいかわからない層では、「1 千円未満」が約 4 割を占める。  

 

図 ２-29 専門家管理を頼む場合の管理頻度と費用 

 

（４）空き家相談会への参加意向 

１）参加意向 

 全体で見ると、45.5％が空き家相談会への参加意向を示している。 

 売却や賃貸の意向がある層では、他の層と比較して積極的な参加意向が見られる。 

 意見がまとまらない・どうしていいかわからない層についても、「興味があり機会あれば」との意向が強く

見られる。  

 

図 ２-30 空き家相談会への参加意向 
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２）相談してみたい内容 

 全体で見ると、「行政の方で、どの程度管理をお願いできるのかについて」が最も多く、次いで、「いく

らで売却や賃貸ができるのか、またはどうすれば売却や賃貸ができるのかについて」となる。 

 売却や賃貸の意向がある層では「いくらで売却・賃貸できるか、どうすれば売却・賃貸できるか」の希望

が多くみられる。 

 「どうしてよいかわからない層」でも、同じ相談内容の希望が見られ、不動産事業者の関与の必要性が

うかがえる 

 
図 ２-31 空き家相談会で相談してみたい内容 
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売却しようとしたが売れないから(n=141)

賃貸しようとしたが借手が見つからないから(n=101)

これから売却しようと考えているから(n=159)

これから賃貸しようと考えているから(n=81)

空き家の解体を行うことが決まっているから(n=10)

空き家の解体を行うことを検討しているから(n=34)

空き家の解体を行いたいが、費用等の問題でできないから

(n=67)

普段は利用していないが、年に数回利用しているから(n=221)

荷物置き場として使っているから(n=138)

将来、自分や親族等が住む可能性があるから(n=232)

どうするかについて話合いをしたが、意見がまとまらないから

(n=52)

相談相手がいなく、空き家をどうしていいかわからないから

(n=27)

特に理由はない。売却や賃貸、解体等を特段考えたことがない

から(n=279)

その他(n=104)

いくらで売却や賃貸ができるのか、またどうす

れば売却や賃貸ができるのかについて

管理を依頼できる事業者等が近くにいるかにつ

いて

事業者に管理をお願いする場合の費用につい

て

所有する空き家の解体を誰に依頼すればいい

のか、依頼できる事業者等が近くにいるかにつ

いて

所有する空き家を解体する場合の費用につい

て

行政の方で、どの程度管理をお願いできるのか

について

行政の方で、買い取りが可能かについて

所有する空き家が「特定空家等（問題がある状

態にある空家等）」に該当する可能性について

所有する空き家を、売却や賃貸した場合の経

費や税金等、お金について

所有する空き家が仮に「特定空家等」になった

場合、今よりどれだけ税金が高くなるかについ

て

所有する空き家を民泊として活用できるのかに

ついて

特に相談してみたいことはない

その他

(%)
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３）希望する相談相手 

 全体で見ると、「行政機関」との希望が多く、次いで「不動産会社」となる。その他として「専門家（弁護

士、税理士、司法書士等）」の希望も見られる。  

 売却や賃貸の意向がある層では、行政機関よりも不動産会社との回答が多く見られる。 

 

注）空き家相談会において「特に相談してみたことはない」との回答者を除く  

図 ２-32 空き家相談会で希望する相談相手 
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ら(n=41)

相談相手がいなく、空き家をどうしていいかわからないから

(n=27)

特に理由はない。売却や賃貸、解体等を特段考えたことが

ないから(n=131)

その他(n=55)

行政機関
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（５）相談できる不動産会社の有無 

 売却や賃貸の意向がある層でも、4 割前後は、「相談できる不動産会社がない」と回答しており、その

層に対しての不動産会社の役割が期待される。 

 また、どうしていいかわからない層では約 9 割が「相談できる不動産会社がない」と回答しており、対象

数は少ないがマーケットとしては有望だ。  

注）相談希望相手として「不動産会社」と回答した者  

図 ２-33 相談できる不動産会社の有無 
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相談相手がいなく、空き家をどうしていいかわからないから(n=15)

特に理由はない。売却や賃貸、解体等を特段考えたことがないから(n=42)

その他(n=12)

あります

ありません



 

 20

（６）空き家管理とあわせて不動産業者に期待する地域サービス 

 売却や賃貸の意向がある層では、「住宅や不動産に関する相談会・セミナー」との意見が多くみられる

が、「どうしてよいかわからない層」での希望が最も強く、対象数は少ないが早急な対応が必要と考え

られる。  

 年に数回利用や荷物置き場になっているなど、完全な空き家になっていない層では、「防犯活動に対

する支援」への希望が他と比べて多くみられる。  

 

 

 
図 ２-34 空き家管理とあわせて不動産業者に期待する地域サービス 

 

 

 
  

0.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0 

全体(n=1646)

売却しようとしたが売れないから(n=141)

賃貸しようとしたが借手が見つからないから(n=101)

これから売却しようと考えているから(n=159)

これから賃貸しようと考えているから(n=81)

空き家の解体を行うことが決まっているから(n=10)

空き家の解体を行うことを検討しているから(n=34)

空き家の解体を行いたいが、費用等の問題でできないから

(n=67)

普段は利用していないが、年に数回利用しているから(n=221)

荷物置き場として使っているから(n=138)

将来、自分や親族等が住む可能性があるから(n=232)

どうするかについて話合いをしたが、意見がまとまらないから

(n=52)

相談相手がいなく、空き家をどうしていいかわからないから

(n=27)

特に理由はない。売却や賃貸、解体等を特段考えたことがない

から(n=279)

その他(n=104)

高齢者等の支援を必要

とする者に対する積極

的な関与

地域のお祭り・イベント

などへの積極的な関与

自治会や町内会への積

極的な関与

住宅や不動産に関する

相談会やセミナーの実

施

防犯活動に対する支援

（※こどもを守る１１０番

の家等）

その他

(%)



 

 21

（７）マーケットセグメントとその特徴 

１）マーケットセグメントの特徴とボリューム 

 

 

図 ２-35 マーケットセグメントとその特徴 
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２）マーケットセグメント別の地域別分布状況 

 「即戦力需要層」についてみると、首都圏、近畿の割合が高くなっており、「即戦力未開拓需要層」に

ついてみると、他圏域に分散していることがわかる。  

 

 
図 ２-36 マーケットセグメントの地域分布 
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２－３ 居住地と空き家所在地の関係による分析 

2-2.で示したように、特に大都市圏では、空き家所在地が居住地とは異なる都道府県にある割合

が高く見られ、空き家となっている理由については、居住地と空き家所在地が同じ都道府県にある

場合と異なる場合の割合に違いが見られている。また居住地からの物理的距離からも、空き家管理

に関する実態・意向が異なることが考えられるため、ここでは、空き家所在地が居住地と同じ都道

府県にある場合と違う都道府県にある場合での傾向の違いについて分析を行う。 

 

（１）所有している空き家の種類 

 空き家が居住地と違う都道府県にある場合では、分譲マンションの割合が多く見られる。 

 

図 ２-37 所有している空き家の種類 

 

（２）空き家のコンディション 

１）空き家の築年数 

 空き家が居住地と同じ都道府県にある場合では、築３５年以上の割合が若干高く見られる。 

 
図 ２-38 空き家の築年数 
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２）空き家となってからの期間 

 空き家となってからの期間では、居住地と同じ都道府県にある場合と違う場合では、大きな違いは見ら

れない。 

 
図 ２-39 空き家となってからの期間 

 

３）空き家の腐朽・破損の状況 

 腐朽・破損の状況については、居住地と違う都道府県にある場合の方が「腐朽・破損はほとんどない」

との割合が高く見られる。ただし、空き家が遠隔地にある場合には、腐朽・破損の状況を正確に把握

できているかは疑問であり、状況把握の正確性が回答の違いに表れている可能性もある。 

 
図 ２-40 空き家の腐朽・破損の状況 

 

４）空き家の所有名義 

 空き家の所有名義を見ると、居住地との関係では大きな違いは見られない。 

 
図 ２-41 空き家の所有名義 
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（３）空き家となった理由・なっている理由 

１）空き家となった理由 

 空き家となった理由を見ると、居住地と違う都道府県に空き家がある場合では、「別荘・セカンドハウス

用として購入したがほとんど使っていないから」が多く見られる。 

 
図 ２-42 空き家となった理由 

 

２）空き家となっている理由 

 空き家となっている理由では、居住地と違う都道府県に空き家がある場合では「普段は利用していな

いが、年に数回利用しているから」、「将来、自分や親族等が済む可能性があるから」の割合が高く見

られる。 

 

図 ２-43 空き家となっている理由 
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（４）空き家の管理状況 

１）日頃の管理主体 

 日頃の管理主体では、空き家が居住地と同じ都道府県にある場合には「自分」で管理している割合が

高く、違う都道府県にある場合には、同じく「自分」の割合が高いが、同じ都道府県の場合と比較して、

「親族・親戚」、「特に管理していない」の割合が高く見られる。 

 
図 ２-44 日頃の管理主体 

 

２）空き家を管理している理由 

 空き家を管理している理由では、空き家が居住地と違う都道府県にある場合では、「住もうと思った時

に住める状態にしておきたいから」の割合が高く見られる。 

 
図 ２-45 管理している理由 
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３）日頃の管理内容 

 日頃の管理内容を見ると、同じ都道府県にある場合では、敷地内外からの目視による各種確認事項

の割合いが高いのに対し、違う都道府県にある場合では、設備等の確認や風通し、清掃に係る割合

が高く見られる。 

 

図 ２-46 日頃の管理内容 

 

４）空き家を管理していない理由 

 空き家を管理していない理由では、居住地と異なる都道府県に空き家がある場合では、「空き家が遠

方にあり、自分では管理できないから」との割合が高く見られ、物理的距離が管理不全の大きな理由

であることがわかる。 

 

図 ２-47 空き家を管理していない理由 
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（５）空き家相談の意向 

１）空き家相談会への参加意向 

 空き家相談会への参加意向については、居住地と空き家所在地の関係にかかわらず、４割強が参加

意向を示している。 

 
図 ２-48 空き家相談会への参加意向 

 

２）相談してみたい内容 

 空き家相談会で相談してみたい内容について見ると、全体として大きな傾向の違いは見られないが、

空き家が居住地と違う都道府県にある場合には、「管理を依頼できる事業者が近くにいるのか」、「管

理をお願いする場合の費用」など、事業者に管理を依頼することを想定した内容や、行政での管理の

可能性などについての内容の割合が高く見られる。 

 

 
図 ２-49 相談してみない内容 
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事業者に管理をお願いする場合の費用について
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る事業者等が近くにいるかについて

所有する空き家を解体する場合の費用について

行政の方で、どの程度管理をお願いできるのかについて
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金について

所有する空き家が仮に「特定空家等」になった場合、今よりどれ

だけ税金が高くなるかについて

所有する空き家を民泊として活用できるのかについて

特に相談してみたいことはない

その他

全体(n=1304)

同じ都道府県(n=954)

違う都道府県(n=350)
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３）空き家の相談をしたい相手 

 空き家の相談をしたい相手について見ると、居住地と空き家所在地の関係にかかわらず、「行政機

関」、「不動産会社」との回答が一位、二位となっている。 

 
図 ２-50 空き家の相談をしたい相手 

 

４）相談できる不動産会社の有無 

 相談できる不動産会社の有無を見ると、空き家が居住地と違う都道府県にある場合では、相談できる

不動産会社が「ない」との回答が約６割を占めている。 

 
図 ２-51 相談できる不動産会社の有無 
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（６）空き家管理とあわせて地域サービスとして不動産業者に期待する役割 

 空き家管理とあわせて地域サービスとして不動産業者に期待する役割としては、（５）で示したように相

談できる不動産会社がいない割合の高い「違う都道府県」の回答者では、「住宅や不動産に関する相

談会やセミナーの実施」との回答の割合が高く見られる。 

 
図 ２-52 空き家管理とあわせて地域サービスとして不動産業者に期待する役割 
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２－４ アンケート調査結果の取りまとめ 

（１）未開拓な市場の存在 

今回のサンプルの中では、「売却や賃貸意向のある層」がボリュームゾーンとして確認できるが、

それらの空き家所有者が持つ空き家については、築年数も浅く、コンディションも比較的良好であ

り、所有者名義もそれほど複雑にはなっていない。また、空き家所在地も同じ市町村または同じ都

道府県の割合が高く、比較的利活用がしやすい条件にある。 

一方、相談できる不動産会社の有無を見ると、不動産会社への相談意向はあるが、相談できる不

動産会社が「いない」との回答が 40％前後見られる結果となった。 

つまり、その 40％については、相談できる不動産会社を求めていることになり、全宅連のネット

ワークを活かした対応が求められる。 

 

（２）公益的な視点からの関与の必要性 

「売却や賃貸意向のある層」の対極的にある層が、「意見がまとまらない・どうしていいかわか

らない層」である。この層は、物件のコンディションも悪く、権利関係も複雑で、空き家所在地も

遠方のケースが多く見られ、すぐさま利活用を図ることが困難なケースが多く含まれている。また、

空き家相談会への参加意向が強く、不動産会社への相談意向があるにもかかわらず、相談できる不

動産会社が「いない」との回答が最も高い層でもある。 

ただ、これらの層は、全体の約 5%の比率にすぎずボリュームは大きくはないが、管理を十分して

いないケースも多く、周辺環境への悪影響等をもたらす空き家が多く含まれているとも考えられ、

地域の安全性を守る視点から何らかの関与を行っていくことが望まれる。 

 

（３）空き家所有者へのアプローチ 

今回のアンケート調査では、空き家相談会を開催した場合、全体の約 45％が参加意向を示してい

る。（１）で示したように、未開拓な市場の存在が確認できているが、空き家所有者を特定し、そ

こにアプローチすることは容易ではないため、このような空き家相談会の開催が効果的であること

が確認できた。 

その際、相談したい相手としては、第 1 に行政機関、第 2 に不動産会社、第 3 位が弁護士や税理

士等の専門家となっている。従って、消費者の安心感を高めるためには、地域行政と宅建協会や会

員業者が連携することが最も効果的であり、さらに、様々な要素が混在する空き家相談について、

ワンストップでコンサルティングできるよう各種専門家とも連携して対応することが望ましい。 

 

（４）全国ネットワークを活かした対応 

空き家の所在地が現在の居住地と違う都道府県にあるケースが全体で約 3 割にものぼり、東京都

と神奈川県居住者についてみるとその割合は 6割を超える。さらに、このケースに該当する方の約

6割が「相談できる不動産会社がいない」と回答している。 

空き家の所在地が現在の居住地と違う都道府県にある場合、空き家が所在する地域で頼りにでき

る不動産会社を知らない方が多いことをふまえて、全宅連は全国ネットワークを活かし、各宅建協

会、会員企業間で連絡を取り合い、地域間を超えた相談や空き家への対応をスムーズに行うことが

求められる。 
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３．空き家所有者へのインタビュー調査 

３－１ インタビュー実施概要 

2.で分析を行ったアンケート調査結果及び 2-2.（7）で示したセグメントをもとに、下記の条件

に当てはまるモニターを抽出し、面談により詳細な情報収集と分析を行っている。 

 

対象者の属性 

 

質問項目 

 空き家となった経緯 

 空き家の管理を不動産業者に依頼している理由／していない理由 

 不動産会社の選び方、選定方法、選定基準 

 空き家バンクや空き家管理サービス等の認知度 

 その他 

実施日：3 月 20 日（日）、21 日（祝）、23 日（水）  

 

  

住宅の種類 空き家になった理由 所在地
空き家のままに

なっている理由
管理者 誰に相談をしたいか

相談できる

不動産会社

の有無

1 東京都

所有しており、

現在空家である

（人が住んでいない）

戸建住宅
自分が住んだことがある、

親等所有の住宅を相続したから

鳥取県

鳥取市
売却活動中

特に管理していない

（媒介契約は締結）

・行政機関

・友人、知人、隣人等

・不動産会社

有

2 神奈川県

所有しており、

現在空家である

（人が住んでいない）

戸建住宅
自分が住み替えて、

前の住まいをまだ保有しているから

三重県

名張市
売却活動中

不動産会社

（媒介契約は締結）

・行政機関

・NPO法人やボランティア団体

・不動産会社

有

3 神奈川県

所有しており、

現在空家である

（人が住んでいない）

戸建住宅
自分が住んだことがある、

親等所有の住宅を相続したから

石川県

金沢市

これから賃貸しようと

考えているから
自分

・行政機関

・不動産会社

・建築会社、工務店

無

4 埼玉県

所有しており、

現在空家である

（人が住んでいない）

戸建住宅
自分が住み替えて、

前の住まいをまだ保有しているから

北海道

名寄市

売却しようとしたが

売れないから
親族・親戚

・親族、親戚

・友人、知人、隣人等

・専門家

（弁護士、税理士、司法書士等）

無

5 東京都

所有しており、

現在空家である

（人が住んでいない）

戸建住宅
自分が住んだことがある、

親等所有の住宅を相続したから

静岡県

静岡市

これから売却しようと

考えているから
自分

・不動産会社

・特にいない
無

6 東京都

所有しており、

現在空家である

（人が住んでいない）が、

たまに活用している

戸建住宅
自分が住んだことがある、

親等所有の住宅を相続したから

茨城県

水戸市

現在の生活の拠点が

東京であるため

ゆくゆくは売却しようと

考えているから

親族・親戚

・行政機関

・親族、親戚

・金融機関（銀行、農協等）

・不動産会社

無

7 神奈川県

所有しており、

現在空家である

（人が住んでいない）が、

たまに活用している

戸建住宅
自分が住んだことがある、

親等所有の住宅を相続したから

長崎県

佐世保市

普段は利用していないが、

年に数回利用しているから
自分

・NPO法人やボランティア団体

・不動産会社

・建築会社、工務店

無

お住まいの住宅以外に

所有している住宅の有無

所有している空き家について

対象者# 居住地
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３－２ インタビュー内容 

（１）対象者①完全な空き家・売却活動実施中（空き家の場所：鳥取県鳥取市） 

 

 

（２）対象者②完全な空き家・売却活動実施中（空き家の場所：三重県名張市） 
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（３）対象者③完全な空き家・自ら管理（空き家の場所：石川県金沢市） 

 

（４）対象者④完全な空き家・自ら管理（空き家の場所：北海道名寄市） 
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（５）対象者⑤完全な空き家・自ら管理（空き家の場所：静岡県静岡市） 

 

（６）対象者⑥たまに利用する空き家を所有（空き家の場所：茨城県水戸市） 
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（７）対象者⑦たまに利用する空き家を所有（空き家の場所：茨城県水戸市） 
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３－３ インタビュー結果の取りまとめ 

 

（１）空き家を売却・賃貸したいと考えるきっかけ 

今回インタビューを行った対象者 7 人のうち 5 人が、高校生まで自分が住んでいた実家を親が亡

くなったのをきっかけに相続した対象者であった。これらの対象者に共通しているのは、実家に愛

着があるため、相続した時点では売却する意向を持っていなかった、ということである。しかし、

首都圏ではない遠隔地に空き家があるため交通費の負担も大きく、3～5年が経過すると空き家を売

却・賃貸することを検討するようになる、という傾向が明らかとなった。 

なお、空き家となっている住宅での生活経験がほとんどない対象者は、空き家となっている住宅

に対する愛着が弱く、空き家となった時点で売却・賃貸を行う意向が高かった。 

 

（２）不動産業者との接点 

今回インタビューを行った対象者 7 人のうち 5 人が、空き家となっている住宅がある地域の不動

産業者との接点がなかった。この理由として、相続した空き家がある地域に住んでいたのが高校生

までであり、不動産会社と接する機会がなかったからである。また、新築で住宅を購入した場合も、

不動産業者との接点がほとんどない。なお、今回インタビューを行った対象者 7 人のうち 4 人が、

インターネットの不動産価格見積サイトを活用しており、空き家がある地域の不動産業者からの連

絡を受けていたが、継続して接点がある対象者は、現在売却活動を行っている 2 人だけであった。 

従って、そもそも不動産業者と接点がある空き家所有者は非常に少なく、そのため不動産業者に

相談するという発想がないと思われる。また、不動産業者に対して特段の理由がない限り、不動産

業者の店舗に相談しに行くという行動をとる空き家所有者はほとんどいないことが、インタビュー

によって明らかとなった。一方、宅建協会は行政と同様公共性が強い団体として認識されており、

協会に対して相談を行うことに抵抗がある対象者はほとんど存在しなかったことから、まず各宅建

協会が空き家所有者との窓口になることが考えられる。 

 

（３）全国ネットワークの活用 

空き家がある地域の行政から、行政が行っている空き家対策や空き家相談会開催等に関する情報

提供を受けたことがある対象者はおらず、空き家相談会に参加したことがある対象者もいなかった。

また、都心にある“ふるさと暮らし情報センター”のような場所で各地域の移住等の相談会が開催

されているが、相談会等に参加した経験がある対象者も少なかった。 

行政が行う空き家相談会の多くはその行政区域内で開催されるため、行政が遠隔地に住む空き家

所有者にアプローチするのは困難である。今後全宅連は、全国ネットワークを生かし、各宅建協会

が行政と協力して開催する空き家相談会や個別問い合わせに対して、他都道府県の協会窓口や会員

企業を紹介したり、空き家相談会の日程や行政の支援制度等の情報を提供できる体制を整備してい

く必要があるであろう。
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４．まとめ 
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５．参考 

５－１ 解体意向者の特徴 

（１）解体意向層の世帯年収と保有する金融資産の状況 

 「空き家の解体意向があるものの費用等の問題でできない」回答者についてみると、世帯年収 300 万

円未満の回答者が 15.0％、世帯が保有する金融資産 300 万円未満が 25.4％みられており、既に空き

家の解体が決まっている、空き家解体を検討している回答者に比べて世帯年収、保有資産の額が低

い回答者の割合が高くなっている  

 
図 ５-1 解体意向層の世帯年収と金融資産 
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（２）解体意向層の空き家の活用状況と居住地と空き家の距離 

 空き家の活用状況についてみると、解体意向があるが費用の問題でできない回答者では「現在空き

家である（人が住んでいない）」が 85.1％となっており、空き家の解体が決まっている、検討している回

答者に比べて高くなっている  

 居住地と空き家の距離についてみると、解体意向があるが費用の問題でできない回答者では同じ都

道府県内に所有している割合が 83.6％となっている  

 

 
図 ５-2 空き家の利用状況 

 

 
図 ５-3 居住地と空き家の距離 

 

（３）解体意向層の所有する空き家の築年数と空き家になってからの期間 

 空き家の築年数についてみると、解体意向があるが費用の問題でできない回答者では「35 年以上」が

77.6％となっており、空き家の解体が決まっている、検討している回答者に比べて築古空き家の割合

が高くなっている  

 空き家になってからの年数についてみると、解体意向があるが費用の問題でできない回答者では「5

年以上」の割合が 65.7％、「10 年以上」が 44.8％となっており、空き家の解体が決まっている、検討し

ている回答者に比べて高くなっている  
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図 ５-4 空き家の築年数 

 

 

図 ５-5 空き家となってからの期間 

 

 

 

（４）解体意向層の所有する空き家の腐朽・破損状況 

 空き家の腐朽・破損状況についてみると、解体意向があるが費用の問題でできない回答者では何ら

かの腐朽・破損状況がある割合が 86.5％となっており、空き家の解体が決まっている、検討している回

答者に比べて高くなっている  

 

 

図 ５-6 空き家の腐朽・破損状況 
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（５）解体意向層の空き家相談会への参加意向と相談できる不動産会社の有無 

 空き家相談会への参加意向についてみると、解体意向があるが費用の問題でできない回答者では参

加意向が 52.3％と半数を超えている  

 相談できる不動産会社の有無についてみると、解体意向があるが費用の問題でできない回答者では

「いない」が 58.3％と半数を超えている  

 

図 ５-7 空き家相談会への参加意向 

 

 

図 ５-8 相談できる不動産会社の有無 

※相談意向があり、なおかつ相談を希望する相手として「不動産会社」と回答した者が対象  
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５－２ 大都市圏に見る特徴 

前述した通り、大都市圏では、空き家の所在地が居住地と異なる行政区にあるケースが多く見ら

れることから、ここでは、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県を抽出し、全体との傾向の

違いを分析する。 

（１）居住地と空き家所在地の関係 

 特に東京都、神奈川県についてみると、他道府県に空き家を所有している割合が 6 割を超えている  

 

図 ５-9 居住地と空き家所在地の関係 

 愛知県、大阪府、福岡県では、同県以外の近隣県に空き家を所有しているケースが 50％を超えてい

る  

 他県に多く空き家を所有する東京都、神奈川県でも違いが見られ、東京都では別荘地が多く含まれる

甲信越の割合が高く、神奈川県では、首都圏の割合が高く見られる  

 

 
図 ５-10 居住地と空き家所在都道府県 
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（２）空き家の種類 

 東京都、神奈川県を見ると、空き家が同県内にある場合と比べて、他県にある場合では、戸建住宅の

割合が増加している  

 

 

図 ５-11 空き家の種類 
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（３）空き家の築年数 

 東京都では、築５年未満の築浅物件について空き家が都内にある場合では 22.5％、都外の場合では

9.3％と違いが見られ、これは分譲マンションの比率の影響と考えられる  

 

 

図 ５-12 空き家の築年数 
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（４）空き家になってからの期間 

 所有する空き家が他県にある回答者ほど、空き家になってから 10 年以上経過している割合が高い傾

向がみてとれる  

 

 
図 ５-13 空き家となってからの期間 
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（５）空き家のコンディション 

 全体についてみると、空き家が同県内にある場合の方が、何らかの腐朽・破損があるものの割合が高

い傾向がみられる。 

 

図 ５-14 空き家のコンディション 
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（６）所有者の名義 

 全体についてみると、居住地と空家の距離に関係なく「自身の単独名義」が 5 割超となっている  

 愛知県、大阪府、福岡県など、地方の都市部を含む府県では、空き家が他県にある場合に「親の名

義のまま」「自身と親の共有」の割合が高くなっている  

 
図 ５-15 空き家の所有者名義 
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（７）空き家となった理由 

 全体、都市部を含む都府県とも、空き家が他の都府県内にある回答者の方が、同県内にある回答者

に比べて、「別荘・セカンドハウス用として購入したがほとんど使っていない」の割合が高くなっている  

 
図 ５-16 空き家となった理由 
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（８）空き家となっている理由 

 全体、都市部を含む都府県とも、空き家が他県にある回答者の方が、同県内にある回答者に比べて

「普段は利用していないが、年に数回利用しているから」の割合が高くなっている  

 全体、都市部を含む都府県とも、空き家が同県内にある回答者の方が、他県回答者に比べて「賃貸し

ようとしたが借り手が見つからない」の割合が高くなっている  

 

図 ５-17 空き家となっている理由 
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（９）管理主体 

 空き家が他県にある回答者では「親族・親戚」「特に管理していない」の割合が高くなっている  

 不動産会社の管理については、空き家が同県内にある場合で若干多く見られ、神奈川県では空き家

が他県にある場合では、不動産会社による管理はゼロである。  

 

図 ５-18 空き家の管理主体 
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（１０）空き家を管理している理由 

 全体についてみると、空き家が他県にある場合では「将来、自分で住むつもりだから」「住もうと思った

時に住める状態にしておきたいから」の割合が高くなっている  

 居住地が東京都の回答者についてみると、空き家が都内にある場合では「賃貸予定のため、賃貸で

きる状態にしておきたい」の割合が 20 ポイント以上高くなっている。また、空き家が都外の場合は「住も

うと思った時に住める状態にしておきたいから」が 18 ポイント以上高くなっている  

 

図 ５-19 空き家を管理している理由 

 

（１１）空き家管理を委託していない理由 

 空き家管理を委託していない理由としては、居住地と空き家との距離に関わらず「費用を払ってまで

空き家を管理する必要性を感じない」「自分や親戚、知人等で十分」の割合が高くなっている  

 
図 ５-20 空き家管理を委託していない理由 
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（１２）空き家相談会への参加意向 

 空き家が同県にあるか否かにかかわらず、相談会への参加意向（是非参加したい、興味があれば参

加したい）が４～５割ほど見られる。  

 東京都については、空き家が都内にある場合では、参加意向が３割弱であるが、都外にある場合では、

４割強見られる。  

 
図 ５-21 空き家相談会への参加意向 

（１３）相談会で希望する相談内容 

 東京都についてみると、空き家が都内にある場合は「売却・賃貸ができるかどうか」の回答割合が高く

なっている  

 神奈川県についてみると、空き家が県内にある場合は「管理を依頼できる事業者等が近くにいるか」

の回答割合が高くなっている  

 
図 ５-22 空き家相談会で希望する相談内容 
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所有する空き家を民泊として活用できるのかについて

特に相談してみたいことはない

その他

24.0 

30.8 

29.0 

29.5 

39.3 

31.0 

10.7 

7.7 

12.9 

13.6 

10.7 

12.9 

20.0 

25.6 

16.1 

11.4 

10.7 

17.2 

8.0 

10.3 

9.7 

6.8 

7.1 

8.0 

10.7 

15.4 

6.5 

9.1 

14.3 

13.3 

14.7 

17.9 

6.5 

11.4 

10.7 

11.9 

8.0 

12.8 

12.9 

15.9 

21.4 

11.1 

8.0 

10.3 

9.7 

13.6 

17.9 

14.2 

9.3 

20.5 

9.7 

27.3 

28.6 

18.9 

14.7 

12.8 

9.7 

20.5 

32.1 

16.4 

6.7 

15.4 

6.5 

4.5 

7.1 

9.2 

42.7 

30.8 

35.5 

36.4 

17.9 

35.3 

2.7 

5.1 

3.2 

2.3 

7.1 

3.9 

0.0  5.0  10.0  15.0  20.0  25.0  30.0  35.0  40.0  45.0 

東京都(n=75)

神奈川県(n=39)

愛知県(n=31)

大阪府(n=44)

福岡県(n=28)

全体(n=487)

いくらで売却や賃貸ができるのか、またどうすれば売

却や賃貸ができるのかについて

管理を依頼できる事業者等が近くにいるかについて
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今よりどれだけ税金が高くなるかについて

所有する空き家を民泊として活用できるのかについて

特に相談してみたいことはない
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（１４）相談できる不動産会社の有無 

 空き家が同県内にある場合では、 「相談できる不動産業者がある」割合が高く（特に、東京都、神奈

川県が顕著）、空き家が他県にある場合に相談できる不動産業者がいない現状がうかがえる 

 
図 ５-23 相談できる不動産会社の有無 

（１５）不動産会社に期待する役割 

 全体についてみると、居住地と空き家の距離に関わらず、不動産会社に期待する役割として「住宅や

不動産に関する相談会やセミナーの実施」「防犯活動に対する支援」「高齢者等支援への積極的な関

与」の割合が高くなっている。  

 神奈川県では、特に「防犯活動に対する支援」の割合が高い。  

 

図 ５-24 不動産会社に期待する役割 
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５－３ 単純集計結果 

□回答者属性 

○性別 

 

 

○年齢 

 

 

○職業 

 

 

○居住地 

 

 

○家族構成 
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(n=1646)

自分のみの単身世帯 ご自身＋配偶者 ご自身＋配偶者＋未婚の子供

ご自身＋配偶者＋既婚の子供世帯 ご自身＋未婚の子供 ご自身＋既婚の子供世帯

ご自身＋配偶者＋親世帯 ご自身＋親世帯 その他
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○世帯主 

 

 

○世帯の年間収入 

 

 

○世帯の金融資産 

 

 

○現在の住まい 

 

 

○現在の住まい以外の住宅 

 

 

○現在の住まい以外の住宅の場所 

 

  

71.0 20.5 0.5 7.1 0.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

ご自身 配偶者 子供 親 その他
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13.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

５０万円未満 ５０万円以上１００万円未満 １００万円以上２００万円未満 ２００万円以上３００万円未満

３００万円以上４００万円未満 ４００万円以上５００万円未満 ５００万円以上７５０万円未満 ７５０万円以上１０００万円未満

１０００万円以上２５００万円未満 ２５００万円以上５０００万円未満 ５０００万円以上 わからない・答えたくない

3.5 2.1 2.9 4.0 3.3 3.0 3.7 5.6 13.5 14.8 17.0 26.7 
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３００万円以上４００万円未満 ４００万円以上５００万円未満 ５００万円以上７５０万円未満 ７５０万円以上１０００万円未満

１０００万円以上２５００万円未満 ２５００万円以上５０００万円未満 ５０００万円以上 わからない・答えたくない

85.5 14.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

戸建住宅 分譲マンション

61.3 38.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

所有しており、現在空家である（人が住んでいない） 所有しており、現在空家である（人が住んでいない）が、たまに活用している

44.3 26.1 29.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

同じ市町村内 違う市町村で同じ都道府県内 違う都道府県内
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○都道府県別 現在の住まい以外の住宅の場所 

 

 

○「違う都道府県」の空き家所在地 
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□本調査 

Q1.空き家となっている住宅は、最寄りの駅から概ねどのくらいの距離ですか。 

 

 

Q2.空き家となっている住宅の、敷地規模はどのくらいですか。 

 

 

Q3.空き家となっている住宅の、延べ床面積はどのくらいですか。 

 

 

Q4.空き家となっている住宅の、概ねの築年数をお答えください。 

 

 

Q5.空き家となっている住宅は、空き家となってから概ねどのくらい経過していますか。 

 

 

  

16.6 17.9 25.9 12.2 10.6 9.4 7.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

５００ｍ未満 ５００ｍ以上１ｋｍ未満 １ｋｍ以上３ｋｍ未満 ３ｋｍ以上５ｋｍ未満 ５ｋｍ以上１０ｋｍ未満 １０ｋｍ以上３０ｋｍ未満 ３０ｋｍ以上

19.1 17.0 15.1 13.5 24.4 10.9 
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１００㎡未満 １００㎡以上１５０㎡未満 １５０㎡以上２００㎡未満 ２００㎡以上３００㎡未満 ３００㎡以上 わからない
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

５０㎡未満 ５０㎡以上１００㎡未満 １００㎡以上１５０㎡未満 １５０㎡以上２００㎡未満 ２００㎡以上 わからない

6.6 5.1 6.9 7.6 9.1 10.4 10.8 43.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

５年未満 ５年以上１０年未満 １０年以上１５年未満 １５年以上２０年未満 ２０年以上２５年未満 ２５年以上３０年未満 ３０年以上３５年未満 ３５年以上

9.4 9.8 11.4 20.5 21.0 23.5 4.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

半年未満 半年以上１年未満 １年以上２年未満 ２年以上５年未満 ５年以上１０年未満 １０年以上 わからない
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Q6.現在の空き家の腐朽・破損の状態はどのようになっていますか。 

 

 

Q7.空き家となっている住宅には、家屋以外にどのようなものを付帯していますか。（ＭＡ） 

 

 

Q8.空き家となった理由は何ですか。 

 

 

Q9.空き家となっている住宅は、どういった所有名義になっていますか。 

 

 

  

4.6 9.1 27.8 52.9 5.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

屋根の変形や柱の傾きなどが生じている 住宅の外回り又は室内に全体的に腐朽・破損がある 住宅の外回り又は室内に部分的に腐朽・破損がある

腐朽・破損はほとんどない わからない

52.8 

60.7 

58.9 

17.3 

11.3 

14.1 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 

物置・倉庫

車庫・駐車スペース

庭（専用庭）

菜園（住宅の敷地内）

農地（住宅の敷地外）

その他
(n=1646)

(%)

21.6 30.6 17.6 15.9 14.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

自分が住み替えて、前の住まいをまだ保有しているから 自分が住んだことがある、親等所有の住宅を相続したから

自分が住んだことがない、親等所有の住宅を相続したから 別荘・セカンドハウス用として購入したが、ほとんど使っていないから

その他

55.0 12.5 11.5 6.7 5.0 0.4 6.4 2.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

ご自身単独の名義 ご自身と配偶者の共有 （相続等が発生し）親の名義のまま ご自身と親の共有

ご自身と兄弟・姉妹との共有 ご自身と親族以外の親戚との共有 その他 わからない
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Q10.現在、空き家のままになっている理由は何ですか。 

 

 

【Q10.で「空き家の解体を行うことが決まっているから」、「空き家の解体を行うことを検討しているから」を選択した回

答者】 

Q11.空き家の解体を行う、或いは、解体を行うことを検討している理由を教えてください。 

 

 

Q12.空き家の解体費用はどのくらいですか（空き家の解体に、どれくらいかかると考えていますか）。 

 

 

  

8.6 

6.1 

9.7 

4.9 

0.6 

2.1 

4.1 

13.4 

8.4 

14.1 

3.2 

1.6 

17.0 

6.3 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 

売却しようとしたが売れないから

賃貸しようとしたが借手が見つからないから

これから売却しようと考えているから

これから賃貸しようと考えているから

空き家の解体を行うことが決まっているから

空き家の解体を行うことを検討しているから

空き家の解体を行いたいが、費用等の問題でできないから

普段は利用していないが、年に数回利用しているから

荷物置き場として使っているから

将来、自分や親族等が住む可能性があるから

どうするかについて話合いをしたが、意見がまとまらないから

相談相手がいなく、空き家をどうしていいかわからないから

特に理由はない。売却や賃貸、解体等を特段考えたことがないから

その他

（％）

（n=1646）

13.6 11.4 13.6 6.8 38.6 4.5 11.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=44)

更地にしてからの売却を検討しているから 更地にしてからのビジネス（駐車場経営等）を検討しているから

自分の新居を建て直す（新築する）ことを検討しているから 親族・親戚が家を建てる予定だから

空き家のまま放置していると近隣に迷惑がかかるから 行政に（解体するように）指導・勧告をされたから

その他

0.0 9.1 31.8 13.6 6.8 4.5 4.5 6.8 2.3 20.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=44)

５０万円未満 ５０万円以上１００万円未満 １００万円以上１５０万円未満 １５０万円以上２００万円未満 ２００万円以上２５０万円未満

２５０万円以上３００万円未満 ３００万円以上４００万円未満 ４００万円以上５００万円未満 ５００万円以上 わからない



 

 61

【全員が回答】 

Q13.空き家となっている住宅は、日ごろどなたが管理していますか。 

 

 

【Q13.で「1.自分」～「3.友人・知人・隣人等」を選択した回答者】 

Q14.空き家となっている住宅を管理している理由を教えてください。（ＭＡ） 

 

 

Q15.空き家となっている住宅は、日ごろどのような管理をしていますか。（ＭＡ） 

 

 

Q16.空き家となっている住宅の管理を、不動産業者や建築会社・工務店、警備会社等の事業者に頼まない理

由を教えてください。（ＭＡ） 

 

 

  

61.5 15.7 2.1 6.0 1.2 

1.0 

0.1 

9.7 2.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

自分 親族・親戚 友人・知人・隣人等 不動産会社 建築会社・工務店 警備会社 ＮＰＯ法人やボランティア団体 特に管理していない その他

20.0 

11.4 

28.8 

16.8 

9.0 

11.5 

23.3 

10.1 

19.4 

14.5 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 

将来、自分で住むつもりだから

将来、親族・親戚に住まわせるつもりだから

住もうと思った時に住める状態にしておきたいから

売却予定のため、売却できる状態にしておきたいから

賃貸予定のため、賃貸できる状態にしておきたいから

出来るだけ住宅の資産価値を維持したいから

樹木の枝葉等、近隣の迷惑になりたくないから

屋根や擁壁の崩壊等で、歩行者等に危険を及ぼしたくないから

放火や不審者の侵入等の犯罪に利用されたくないから

その他

（％）

（n=1304）

49.8 

30.0 

45.4 

34.8 

41.2 

23.3 

36.9 

47.2 

29.2 

37.7 

56.1 

25.5 

47.9 

13.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 

郵便物の整理・処分

敷地外からの目視による防犯確認

敷地内からの施錠確認（門扉、玄関、窓、勝手口等）

敷地外からの目視による外壁・屋根等の確認

敷地内からの外壁・屋根等の確認

境界壁・擁壁の破損確認

敷地周辺（前面道路等）の草取り、清掃

敷地内（庭、駐車場等）の草取り、清掃

計器（電気メーター、ガスメーター等）の確認

室内の水廻り設備等の点検・通水

部屋の窓を開けての風通し

ベランダ・バルコニーの確認・清掃

室内の清掃

その他

（％）

（n=1304）

8.2 

6.4 

38.0 

1.6 

9.4 

36.0 

23.2 

5.1 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 

空き家管理を事業者に依頼できることを知らなかったから

空き家管理をお願いできる事業者が近くにいないから

費用を払ってまで空き家を管理する必要性を感じないから

事業者に相談したが断られたから

見知らぬ人に家を見られるのが嫌だから

自分や親戚、知人等で十分だから

特に理由はない

その他

（％）

（n=1304）
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【Q13.で「4.不動産会社」～「7.NPO 法人やボランティア団体」を選択した回答者】 

Q17.空き家となっている住宅の管理を事業者に委託している理由を教えてください。（ＭＡ） 

 

 

Q18.空き家となっている住宅は、どのような管理をお願いしていますか。（ＭＡ） 

 

 

Q19.管理に要する費用は月額どのくらいですか。 

 

 

Q20.空き家はどのくらいの頻度で管理をしてもらっていますか。 

 

 

  

10.2 

5.1 

10.9 

28.5 

24.8 

8.8 

19.7 

12.4 

8.8 

8.8 

5.1 

12.4 

8.8 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 

将来、自分で住むつもりだから

将来、親族・親戚に住まわせるつもりだから

住もうと思った時に住める状態にしておきたいから

売却予定のため、売却できる状態にしておきたいから

賃貸予定のため、賃貸できる状態にしておきたいから

出来るだけ住宅の資産価値を維持したいから

専門家に任せた方が安心できるから

管理を任せられる親族・親戚等が近くに住んでいないから

管理を任せられる友人・知人・隣人等が近くに住んでいないから

樹木の枝葉等、近隣の迷惑になりたくないから

屋根や擁壁の崩壊等で、歩行者等に危険を及ぼしたくないから

放火や不審者の侵入等の犯罪に利用されたくないから

その他

（％）

（n=137）

15.3 

28.5 

27.7 

27.0 

25.5 

22.6 

22.6 

27.7 

26.3 

26.3 

19.0 

16.8 

19.0 

36.5 

13.9 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 

郵便物の整理・処分

敷地外からの目視による防犯確認

敷地内からの施錠確認（門扉、玄関、窓、勝手口等）

敷地外からの目視による外壁・屋根等の確認

敷地内からの外壁・屋根等の確認

境界壁・擁壁の破損確認

敷地周辺（前面道路等）の草取り、清掃

敷地内（庭、駐車場等）の草取り、清掃

計器（電気メーター、ガスメーター等）の確認

室内の水廻り設備等の点検・通水

部屋の窓を開けての風通し

ベランダ・バルコニーの確認・清掃

室内の清掃

管理だけでなく、媒介（売買・賃貸）もお願いしている

その他

（％）

（n=137）

24.1 1.5 11.7 14.6 13.9 34.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=137)

無償 １千円未満 １千円以上３千円未満 ３千円以上５千円未満 ５千円以上１万円未満 １万円以上

44.5 19.0 24.8 6.6 5.1 0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=137)

定期的ではなく、必要な時にお願いしている 毎月２回以上 毎月１回 ３か月に１回 半年に１回 １年に１回
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【Q13.で「8.特に管理していない」を選択した回答者】 

Q21.管理をしていないのはなぜですか。 

 

 

【Q13.で「1.自分」～「3.友人・知人・隣人等」)または「8.特に管理していない」を選択した回答者】 

Q22.空き家となっている住宅において、仮に空き家の管理を専門家に頼むとしたら、行ってほしいと思う管理の

内容はどれですか。（ＭＡ） 

 

 

Q23.空き家となっている住宅の管理を専門家に頼む場合、どのくらいの頻度で管理をしてもらいたいですか。 

 

 

Q24.空き家となっている住宅の管理を専門家に頼む場合、１回あたりの費用はどれくらいが適切だと思います

か。 

 

 

  

6.9 3.8 11.9 23.9 9.4 3.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=159)

管理しても売れるとは思わないから 管理しても貸せるとは思わないから

手間や費用がかかるから 空き家が遠方にあり、自分で管理できないから

しばらく住む予定がなく、管理する必要性を感じないから 誰に管理をお願いすればよいかわからないから

特に理由はない その他

13.1 

17.5 

17.1 

14.9 

19.2 

10.9 

21.5 

30.6 

7.6 

12.8 

26.0 

6.4 

19.4 

28.6 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 

郵便物の整理・処分

敷地外からの目視による防犯確認

敷地内からの施錠確認（門扉、玄関、窓、勝手口等）

敷地外からの目視による外壁・屋根等の確認

敷地内からの外壁・屋根等の確認

境界壁・擁壁の破損確認

敷地周辺（前面道路等）の草取り、清掃

敷地内（庭、駐車場等）の草取り、清掃

計器（電気メーター、ガスメーター等）の確認

室内の水廻り設備等の点検・通水

部屋の窓を開けての風通し

ベランダ・バルコニーの確認・清掃

室内の清掃

その他

（％）

（n=1463）

40.4 11.8 22.8 11.9 6.8 6.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1463)

定期的ではなく、必要な時にお願いしたい 月に２度以上 月に一度 ３カ月に一度 半年に一度 １年に一度

24.8 30.6 24.3 14.8 5.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1463)

１千円未満 １千円以上３千円未満 ３千円以上５千円未満 ５千円以上１万円未満 １万円以上
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【全員が回答】 

Q25.「空家等対策の推進に関する特別措置法」を知っていますか。 

 

 

Q26.あなたの空き家が「特定空家等」と認定され、市町村長から必要な措置をとることを勧告された場合、その

空き家のある土地が、固定資産税や都市計画税の軽減措置の対象から外されることを知っていますか。 

 

 

  

15.1 27.2 23.0 34.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

名前を知っており、内容についてもよく知っている 名前は知っているが、内容についてはあまり知らない

名前は知っているが、内容についてはほとんど知らない 全く知らない

22.5 11.5 14.1 51.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

軽減措置の具体的な内容を知っており、軽減措置の対象から外されることを知っている

軽減措置の具体的な内容を知っているが、軽減措置の対象から外されることは知らない

軽減措置の具体的な内容を知らないが、軽減措置の対象から外されることを知っている

軽減措置の具体的な内容を知らず、軽減措置の対象から外されることも知らない
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Q27.行政や不動産会社による空き家に関する相談会が開催される場合、あなたは「空き家相談会」に参加した

いと思いますか。 

 

 

Q28.あなたが所有する空き家に関して、どのようなことについて相談してみたいと思いますか。（ＭＡ） 

 

 

【Q28.で「12.特に相談してみたいことはない」以外を選択した回答者】 

Q29.あなたが所有する空き家の相談をするのであれば、誰に相談したいと思いますか。（ＭＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 37.2 29.0 25.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=1646)

是非参加したい 興味があり機会があれば参加してみたいと思う あまり参加したいと思わない 参加したくない

32.6 

10.8 

14.8 

8.1 

17.6 

9.5 

10.3 

13.5 

16.4 

15.6 

7.5 

34.9 

4.9 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 

いくらで売却や賃貸ができるのか、

またどうすれば売却や賃貸ができるのかについて

管理を依頼できる事業者等が近くにいるかについて

事業者に管理をお願いする場合の費用について

所有する空き家の解体を誰に依頼すればいいのか、

依頼できる事業者等が近くにいるかについて

所有する空き家を解体する場合の費用について

行政の方で、どの程度管理をお願いできるのかについて

行政の方で、買い取りが可能かについて

所有する空き家が「特定空家等」に該当する可能性について

所有する空き家を、売却や賃貸した場合の

経費や税金等、お金について

所有する空き家が仮に「特定空家等」になった場合、

今よりどれだけ税金が高くなるかについて

所有する空き家を民泊として活用できるのかについて

特に相談してみたいことはない

その他

（％）

（n=1646）

48.2 

18.5 

15.1 

11.2 

9.7 

24.4 

38.7 

15.8 

3.9 

15.7 

3.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 

行政機関

ＮＰＯ法人やボランティア団体

親族・親戚

友人・知人・隣人等

金融機関（銀行、農協等）

専門家（弁護士、税理士、司法書士等）

不動産会社

建築会社・工務店

警備会社

特にいない

その他

（％）

（n=1072）
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【Q29.で「7.不動産会社」を選択した回答者】 

Q30.あなたには相談できる不動産会社がありますか。 

 

【全員が回答】 

Q31.空家管理とあわせて地域サービスとして不動産業者にどのような役割を期待しますか？（ＭＡ） 

 

 

 

 

 

 
  

48.4 51.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=415)

ある ない

25.3 

11.1 

16.9 

29.7 

27.5 

34.3 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 

高齢者等の支援を必要とする者に対する積極的な関与

地域のお祭り・イベントなどへの積極的な関与

自治会や町内会への積極的な関与

住宅や不動産に関する相談会やセミナーの実施

防犯活動に対する支援（※こどもを守る１１０番の家等）

その他

（％）

（n=1646）
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